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農林水産省における財産処分は、下記のとおり規定している。 

 

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について 

（定義） 

第２条 この通知の第３条から第７条まで及び第１５条において、用語の定義は、法の規定によ

るほか、次の各号に定めるところによる。 

一 補助対象財産 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 13 条各号に定める

ものをいう。 

二 処分制限期間 農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）第５条

で定める処分の制限を受ける期間をいう。 

三 財産処分 補助対象財産を、補助金等の交付の目的（以下「補助目的」という。）に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すこと等をいう。 

四 地域活性化等 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢

の変化への対応、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化をいう。 

五 長期利用財産 補助対象財産のうち、補助目的に従った利用により 10 年を経過したもの

をいう。 

（財産処分に係る承認申請等） 

第３条 補助対象財産の所有者が、処分制限期間内に財産処分をしようとするときは、補助事業

者等は、財産処分承認申請書（別紙様式第１号）により、農林水産大臣（法第 26 条第１項の

規定に基づき、事務委任された各地方農政局長、北海道農政事務所長又は内閣府沖縄総合事

務局長を含む。以下同じ。）に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、別表１の処分区分の欄に掲げる内容に応じて、

それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。 

（地方公共団体が所有する長期利用財産に係る承認申請等） 

第４条 補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合において、地域活性化等を図るため、

長期利用財産を財産処分しようとするときは、第３条の規定にかかわらず、補助事業者等は、

長期利用財産処分報告書(別紙様式第２号)を農林水産大臣に提出することができる。この場

合においては、農林水産大臣による報告書の受理をもって、農林水産大臣の承認があったも

のとみなす（別表２参照）。 

２次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、補助事業者等は、長期利用財産処分

承認申請書（別紙様式第３号）により、農林水産大臣に申請し、その承認を受けるものとす

る。 

一 財産処分が有償の譲渡又は貸付けである場合 

二 当該財産処分により、前号に掲げる場合以外の収益が見込まれる場合 

３農林水産大臣は、前項の承認をするときは、別表２の処分区分の欄に掲げる内容に応じて、

それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。 



 
 
 

57 

４市町村合併により、合併後の新市町村において類似施設が複数あることを理由として、補助

目的に従った利用により10年を経過していない補助対象財産を財産処分しようとするときに

は、補助事業者等は、前項までの規定にかかわらず、別表２に掲げる手続によることができ

るものとする。 

（間接補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認の基準） 

第８条 補助事業者等が間接補助金等の交付決定において、間接補助事業等により取得し、又は

効用の増加した財産の処分について、補助事業者等の承認を受けるべき旨の間接補助条件を

付している場合であって、かつ、補助事業者等がその承認を行う場合に、あらかじめ農林水

産大臣の承認を受けるべき旨の補助条件を付している場合の当該財産に係る農林水産大臣又

は補助事業者等が行う財産の処分等の承認の基準については、第２条から前条までの規定に

よらず、次条から第１４条までの規定によるものとする。 

（定義） 

第９条 この通知の第１０条から第１５条までにおいて、用語の定義は、法の規定によるほか、

次の各号に定めるところによる。 

一 間接補助対象財産 間接補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、法第７条第

３項の規定に基づき処分制限の条件が付されたものをいう。 

二 処分制限期間 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定め

る耐用年数に相当する期間をいう。 

三 財産処分 間接補助対象財産を、間接補助金等の交付の目的（以下「間接補助目的」という。）

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すこと等をいう。 

四 地域活性化等 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の

変化への対応、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化をいう。 

五 長期利用財産 間接補助対象財産のうち、間接補助目的に従った利用により 10 年を経過した

ものをいう。 

２ 間接補助対象財産の一部を利用する場合であって、その利用が間接補助目的の一部として想

定されておらず、間接補助対象財産の機能等を損なうことのない場合には、間接補助目的に

反しない利用となることから、財産処分には該当せず、本基準に定める手続を経ることを要

しない。 

（財産処分に係る承認申請等） 

第１０条 間接補助対象財産の所有者が、処分制限期間内に財産処分をしようとするときは、間

接補助事業者等は、財産処分承認申請書（別紙様式第８号）により、補助事業者等に申請し、

その承認を受けなければならない。この場合において、補助事業者等は、別紙様式第 15 号に

より申請し、農林水産大臣の承認を受けた上で承認を行うものとする。 

２ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、次の各号に掲げる条件（第２号及び第３号に掲

げる条件については、第１号に掲げる条件において国庫納付を承認条件とした場合、第３号

に掲げる条件については、間接補助事業者等がさらに財産処分を行う間接補助事業者等に対

し承認を行う場合に限る。）を付すものとする。 



 
 
 

58 

（１）間接補助事業者等に対し、別表１の処分区分の欄に掲げる内容に応じてそれぞれに対応

する承認条件を付すこと（間接補助事業者等がさらに財産処分を行う間接補助事業者等に対

し承認を行う場合は、当該条件に代えて、間接補助事業者等に対し、財産処分を行う間接補

助事業者等に対し別表１の処分区分の欄に掲げる内容に応じてそれぞれに対応する承認条件

を付すことを条件として付すこと。） 

（２）間接補助事業者等から納付を受けた額の国庫補助金等相当額を国庫納付すること 

（３）間接補助事業者等に対し、財産処分を行う間接補助事業者等から納付を受けた額の補助

金等相当額を納付することを条件として付すこと 

（４）間接補助事業者等に対し、第１号及び第３号により付した条件を履行させる上で必要な

措置をとること 

（地方公共団体が所有する長期利用財産に係る承認申請等） 

第１１条 間接補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合において、地域活性化等を図る

ため、長期利用財産を財産処分しようとするときは、第１０条の規定にかかわらず、間接補

助事業者等は、長期利用財産処分報告書(別紙様式第９号)を補助事業者等に提出することが

できる。この場合において、補助事業者等は、受領した報告書を別紙様式第 16 号により農林

水産大臣に提出するものとし、農林水産大臣による報告書の受理をもって、農林水産大臣の

承認があったものとみなす（別表２参照）。 

２ 次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、間接補助事業者等は、長期利用財産

処分承認申請書（別紙様式第 10 号）により、補助事業者等に申請し、その承認を受けるもの

とする。この場合において、補助事業者等は、別紙様式第 15 号により申請し、農林水産大臣

の承認を受けた上で承認を行うものとする。 

一 財産処分が有償の譲渡又は貸付けである場合 

二 当該財産処分により、前号に掲げる場合以外の収益が見込まれる場合 

３ 第１０条第２項の規定は、別表１を別表２に読み替えた上で、農林水産大臣が前項の承認を

する場合に準用する。 

４ 市町村合併により、合併後の新市町村において類似施設が複数あることを理由として、間接

補助目的に従った使用により 10 年を経過していない間接補助対象財産を財産処分しようとす

るときには、間接補助事業者等は、前項までの規定にかかわらず、別表２に掲げる手続によ

ることができるものとする。 

５ 第１項の長期利用財産処分報告書（別紙様式第９号）の提出を受けた補助事業者等は、処分

の理由及び今後の利用方法等を確認し、地域活性化等を図るためのものであるか等の処分の

妥当性を判断するものとし、長期利用財産処分報告書（別紙様式第 16 号）に意見を付して農

林水産大臣に報告するものとする。このうち、補助事業者等が都道府県の場合にあっては、

農林水産大臣は、当該処分が妥当である旨の都道府県の判断をもって報告書を受理するもの

とする 
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出典：補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について 

（平成 20年 5月 23 日付け 20経第 385 号、最終改正 令和 5年 12 月 19 日 5 予第 1819 号） 
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環境省の財産処分は、下記のとおり規定している。 
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出典：環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について 

(平成 20 年 5 月 15 日付け環境会発第 080515002 号、最終改正 令和 5 年 9 月 1 日環境会発第 2309013 号) 
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【留意事項⑨】 

・適用する広域化・共同化制度 

 汚水処理の共同実施にあたっては、施設建設、維持管理の事業主体や財源負担等の事業

スキームを踏まえ、適切な広域化・共同化制度を適用する必要がある。 

汚水処理の共同実施で適用が想定される広域化・共同化制度の考え方を表 4-14 に示す。 

 

表 4-14 汚水処理の共同実施で適用が想定される広域化・共同化制度の考え方 

広域化・共同化制度 制度適用の考え方 

管理執行協議会 

・共同実施する事業（施設建設、維持管理）を連帯責任で実施する

のが望ましい場合に適用 
 
・建設工事等の契約者は、管理執行協議会の代表者となる団体の下

水道管理者 

事務の委託 

・共同実施する事業（施設建設、維持管理）を委託先の団体に委ね

てしまうのが望ましい場合に適用 
 
・建設工事等の契約者は、委託先の団体の下水道管理者 

広域連合 
・新たな法人を設立し、既存の下水道事業とは別組織で事業を行う

ことが望ましい場合に適用 
一部事務組合 

指定管理者 
・共同実施を委託する側も共同実施の対象施設施設を所有する場合

に適用 

公の施設の 
区域外設置 

・隣接する他市町村へ汚水を流入させるにあたり、そのための接続

管を他市町村の行政区域内に自ら建設する必要がある場合等に適

用 

民事上の委託 
・委託の範囲が汚水・汚泥の受入処理・処分のみに限定され、共同

での施設建設が生じない場合に適用が可能 
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【留意事項⑩】 

・単独公共下水道から流域下水道への変更 

 複数の市町村同士で汚水処理施設の統廃合を進めた結果、統廃合後の単独公共下水道が

流域下水道の採択要件を満たすことも想定される。この場合、流域下水道の新規採択を受

けることにより、単独公共下水道から流域下水道と流域関連公共下水道への事業区分の変

更を行うことが可能である。 

 

図 4-7 流域下水道への事業区分の変更 

 

流域下水道への事業区分の変更により、表 4-15 に示すとおり交付金の交付率を従来の公

共下水道から流域下水道の適用が可能となる。 

 

表 4-15 公共下水道と流域下水道の交付率 

対象施設 
公共下水道 

（流域関連含む） 
流域下水道 

管きょ 1/2 1/2 

処理場 
低率 1/2 1/2 

高率 5.5/10 2/3 

 

なお、流域下水道としての交付対象事業となるためには、「社会資本整備総合交付金 

附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件」により、次の規定を満たす必要がある。  

中核都市であるA市

単独公共下水道 T

B町

T

流域下水道

中核都市であるA市 B町

A市単独公共下水道 B町単独公共下水道

A市流域関連公共下水道 B町流域関連公共下水道
A市・B町流域下水道

新
規
採
択

T T
流域関連
公共下水道
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社会資本整備総合交付金 附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件 

② 流域下水道事業 

流域下水道事業が交付対象事業となる箇所は、次のいずれかに該当するものであること。 

（ア）既に流域下水道事業を施行中の箇所 

（イ）新たに下水道法第２条第４号イに規定する流域下水道を整備する対象となる箇所は、次

のすべてに該当すること。 

(a) 環境基本法に基づく水質環境基準の定められた水域の水質保全に必要なものであること。 

(b) 当該流域下水道に係る水域は、次のいずれかに該当すること。ただし、水資源開発が一定規

模以上の水域はこの限りではない。 

一 水域内人口が 30 万以上であること。 

二 水域内人口が当該都道府県の総人口の１割以上であること。 

(c) 当該流域下水道の各処理区の計画人口は、次のいずれかに該当すること。 

一 当該流域下水道に係る水域の人口の５割以上であること。 

二 原則として 10 万以上であること。 

ただし、公共用水域の水質保全上特に必要があり、また、計画人口が５万以上かつ関係市町村

が３以上である場合には、これも対象とする。 

(d) 当該流域下水道の処理区にあっては、最大の計画人口を有する都市の計画人口の全体に占め

る割合が 80％以下であること。 

（ウ）新たに下水道法第２条第４号ロに規定する流域下水道(雨水流域下水道)整備する対象と

なる箇所は、次のすべてに該当するものであること。 

a) ２以上の市町村の区域における雨水を対象とすること。 

b) 各市町村が個々に公共下水道事業として実施するより効率的であること。 

 

 

 流域下水道へ事業区分を変更した場合、新たに流域下水道管理者となった地方公共団体

は、事業計画の策定等、下水道法第 2 章の 2 に規定される手続きを行う必要がある。下水

道法第 25 条の 22 第 2 項の規定に基づき、都道府県との協議を経て、市町村が流域下水道

管理者を行うことも可能とされている。また、市町村が公共下水道管理者と流域下水道管

理者を兼務することも可能とされている。 

 都道府県が流域下水道管理者になり、公共下水道管理者が所有する施設の移管を受ける

場合、地方自治法第 237 条の規定に従い財産処分（公有財産の移管）が必要となる。 
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地方自治法 

（財産の管理及び処分） 

第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 

２ 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、

条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手

段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 

 

 

 

【留意事項⑪】 

・廃止施設の廃掃法上の取扱い 

 汚水処理施設の統廃合等により接続先の変更が生じる場合、一部の既設汚水管が不要と

なることが想定される。不要となった既設汚水管の存置は、「廃掃法上の廃棄物に該当す

る」と判断されるケースもある、そのため、当該市町村の環境部局、道路管理者等と協議

の上、適切に取り扱うことが必要である。 

 なお、既存汚水管の取扱いについては、「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライ

ン（一般社団法人 日本建設業連合会、2020 年 2 月）」を参考に検討することも想定され

る。 

 

 

【留意事項⑫】 

・施設廃止に関する補助制度や起債の活用 

 廃止施設の撤去処分費用について、下水道事業における廃止施設の補助制度や起債の取

扱いは、表 4-16 のとおりとなっている。 
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表 4-16 下水道事業における廃止施設の補助制度や起債の取扱い 

項目 内容 

交付対象の取扱い 

（下水道広域化推進総合事業） 
汚水処理施設の統合化に要する費用と既施設の撤去・処分費用の合

計が、改築に要する費用と既施設の撤去・処分費用の合計よりも安

価である場合には、既施設の撤去・処分費も含めて交付対象とする

ことができる 

起債の充当 

（令和 6 年度地方債同意等基準運用要綱） 
以下の要件のうち、いずれかを満たす場合には起債の対象とするこ

とができる。 
（ア）将来にわたって活用する見込みがない公営企業施設等を整理

することで事業規模の適正化及び経営の効率化が図られるこ

と 
（イ）法令等により早急に施設等の処分が必要なこと 

 

 

令和 6 年度地方債同意等基準運用要綱 

 

10 公営企業の「用途廃止施設の処分に要する経費」に係る地方債（公営企業施設等整理債）の

取扱いについては、次に掲げるところによるものであること。  

(1) 対象事業  

将来にわたって活用する見込みがない事業用施設（水利権を伴うものについては、当該水利

権を含む。）を整理することで事業規模の適正化及び経営の効率化を図る事業又は法令等により

早急に事業用施設（水利権を伴うものについては、当該水利権を含む。）の処分が必要な事業を

対象とするものであること。  

(2) 対象経費  

用途廃止施設の処分に要する経費（解体撤去費、国庫補助返還金、企業債繰上償還金及び独

立行政法人水資源機構負担金の精算に要する額等の合計額から資産売却代金等の収入を控除し

た額をいう。）を対象とするものであること。  

(3)償還年限  

原則として 10 年以内とすること（ただし、企業債繰上償還金については、当該公営企業債の

残存償還期間内とする。）。  

(4)資金  

民間等資金であること。 

 

 

  



 
 
 

70 

また、農業集落排水事業における廃止施設の補助制度や起債の取扱いは、表 4-17 のとお

りである。 

 

表 4-17 農業集落排水事業における廃止施設の補助制度や起債の取扱い 

項目 内容 

交付対象の取扱い 

（農村整備事業、農山漁村地域整備交付金） 
農業集落排水施設同士の統合又は他の汚水処理施設を農業集落排水

施設に統合する場合、統合化に要する費用及び既施設の撤去・処分

費用について、費用対効果を満足する場合に交付対象とすることが

できる。 

起債の充当 

（令和 6 年度地方債同意等基準運用要綱） 
以下の要件のうち、いずれかを満たす場合には起債の対象とするこ

とができる。 
（ア）将来にわたって活用する見込みがない公営企業施設等を整理

することで事業規模の適正化及び経営の効率化が図られるこ

と 
（イ）法令等により早急に施設等の処分が必要なこと 

 

 

【留意事項⑬】 

・公共下水道への接続後の供用開始の告示 

集落排水施設やコミュニティ・プラントの汚水処理施設を廃止し、これらの処理区域を

内の汚水管渠を公共下水道等に移管した上で公共下水道等の汚水管渠に接続、公共下水道

等として供用開始する場合、下水道法第 9 条に基づく供用開始の公示が必要となる。なお、

供用開始の公示をした場合、当該区域は下水道法第 10 条に基づく排水設備の設置義務等が

生じることとなる点にも留意が必要である。 

 また、特定環境保全公共下水道等での整備を予定していた区域を集落排水施設に接続す

る場合には、当該施設に係る各市町村の条例に従い供用開始の告示等の手続きを行う必要

がある。 
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4-5 汚泥処理の共同実施 

【共同実施の方法】 

 汚泥処理の共同実施は、汚泥処理のスケールメリットを確保し、汚泥処理に係るコスト

縮減を図るものである。汚泥処理の共同実施は、主に表 4-18 に示す 3 つのケースで実施さ

れている。 

 

表 4-18 汚泥処理の共同実施の３つのケース 

区

分 
方法 スキーム図 

ケ 

｜ 

ス 

１ 

既存の汚泥処理施設を活用

した共同実施 

 

既存の汚泥処理施設の余

力を活用し、他処理場の汚

泥を受入・処理する。 

 

ケ 

｜ 

ス 

２ 

汚泥処理施設の新規建設に

よる共同実施 

 

既存の処理場に新規の汚

泥処理施設を建設し、他処

理場の汚泥を受入・処理す

る。 
 

ケ 

｜ 

ス 

３ 

新たな法人設立による共同

実施 

 

汚泥処理の共同実施を実

施するための新たな法人

（一部事務組合、広域連

合）を設立し、その法人が

汚泥処理施設を建設し、運

営する。  
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【事業化フロー】 

 

図 4-8 汚泥処理の共同実施の標準的な事業化フロー 

 

 

【参考事例】 

表 4-19 汚泥処理の共同実施の参考事例 

方法 団体名 取組の概要 

（ケース１） 
既存の汚泥処理施

設を活用した共同

実施 

埼玉県・県内単独

公共下水道実施市

町 

・県内の単独公共下水道で発生する汚泥を流域下水

道の既設焼却炉で共同処理 

（ケース２） 
汚泥処理施設の新

規建設による共同

実施 

秋田県、県内 6 市

町、1 組合 
・流域下水道の終末処理場に下水汚泥、し尿汚泥の

資源化施設を新たに建設し、汚泥処理を共同実施 

（ケース３） 
新たな法人設立に

よる共同実施 

石川県津幡町、か

ほく市、内灘町 

・一般廃棄物処理を行う一部事務組合が汚泥焼却施

設を建設し、3 市町から発生する汚泥の焼却を共

同処理 

 

 

 上記の事例の他、農林水産省では、農業集落排水汚泥資源の資源循環事例集（汚泥資源

の汚泥利用）について作成、公表していることから検討の参考とされたい。 
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【留意事項①】 

・脱炭素・資源循環に資する汚泥処理方式の検討 

 汚泥処理の共同実施は、スケールメリット確保によるコスト低減効果が期待できる取組

である。そのため、汚泥処理の共同実施のための汚泥処理方式の検討にあたっては、下水

道分野における脱炭素推進の重要性、汚泥が保有する高いエネルギーポテンシャル、窒

素・リン資源としての有用性を鑑み、脱炭素・資源循環に資する方式の導入について検討

する。 

 特に汚泥の肥料利用について、令和 5 年 3 月 17 日付け国土交通省水管理・国土保全局下

水道部下水道部長通知「発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について」（国水下国水

下企第 99 号）に示された考え方に従い、方式の検討を進めるものとする。 
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出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道部長通知「発生汚泥等の処理に関する基本的考え方

について」（令和 5 年 3 月 17 日付け国水下企第 99 号） 

 

 

【留意事項②】 

・汚泥の運搬・受入に関する制約条件の確認 

 汚泥処理の共同実施をする場合、汚泥受入を行う施設において、近隣住民等との覚書・

協定書等の締結による汚泥受入の制約の有無の確認が必要である。覚書・協定書により汚

泥受入の制約があり、その制約に抵触する場合には、覚書・協定書の改定について合意形

成が必要になることが想定される。 

 

 

【留意事項③】 

・建設費、維持管理費の分担方法 

 汚泥処理の共同実施に係る建設費、維持管理費の分担方法は、「社会資本整備総合交付

金交付要綱（下水道事業）の運用について（令和 5年 4月 3日付、国水下企第 110号、国水

下事第 42 号、国水下流第 34 号）」により、「建設費及び維持管理費の按分比率は、都道府

県及び関係する市町村で協議調整の上、計画汚泥量比等により定めること」としている。 

汚泥処理の共同処理を実施している 10 都道府県に対して、施設の建設費と維持管理費の

分担方法をアンケート調査した。アンケート調査により確認した分担方法の事例を表 4-20、

表 4-21 に示す。 
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表 4-20 汚泥処理の共同実施における建設費の分担方法の事例 

施設の建設費の分担方法 団体数 

事業期間中の想定汚泥量の比率で按分 ５ 

過年度の実績と事業期間の想定汚泥量の双方から算出した比率で按分 ２ 

流域別下水道整備総合計画の汚水量の比率で按分 １ 

全体計画の汚水量の比率で按分 １ 

全体計画の汚泥量の比率で按分 １ 

 

表 4-21 汚泥処理の共同実施における維持管理費の分担方法の事例 

施設の維持管理費の分担方法 団体数 

維持管理費総額を実績投入量の比率で按分 ９ 

維持管理費総額を流入水量の比率で按分 １ 

事前に協議して決定した処理単価に実績投入量を乗じる １ 

（複数回答あり） 
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【留意事項④】 

・適用する広域化・共同化制度 

 汚泥処理の共同実施にあたっては、施設建設、維持管理の事業主体や財源負担等の事業

スキームを踏まえ、適切な広域化・共同化制度を適用する必要がある。 

汚水汚泥の共同実施で適用が想定される広域化・共同化制度の考え方を表 4-22 に示す。 

 

表 4-22 汚泥処理の共同実施で適用が想定される広域化・共同化制度の考え方 

広域化・共同化制度 制度適用の考え方 

管理執行協議会 

・共同実施する事業（施設建設、維持管理）を連帯責任で実施する

のが望ましい場合に適用 
 
・建設工事等の契約者は、管理執行協議会の代表者となる団体の下

水道管理者 

事務の委託 

・共同実施する事業（施設建設、維持管理）を委託先の団体に委ね

てしまうのが望ましい場合に適用 
 
・建設工事等の契約者は、委託先の団体の下水道管理者 

広域連合 
・新たな法人を設立し、既存の下水道事業とは別組織で事業を行う

ことが望ましい場合に適用 
一部事務組合 

指定管理者 
・共同実施を委託する側も共同実施の対象施設施設を所有する場合

に適用 

民事上の委託 
・委託の範囲が汚泥の受入処理・処分のみに限定され、共同実施で

施設建設が生じない場合に適用が可能 
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【留意事項⑤】 

・共同汚泥処理施設への汚泥運搬に係る法適用 

 広域汚泥処理として、他処理場で発生する下水汚泥（し尿・浄化槽汚泥は含まない）を

共同汚泥処理施設に集約する場合、広域汚泥処理の事業全般について廃掃法の取扱いにつ

いて整理が必要となる。 

 共同汚泥処理施設が下水道施設の場合、複数の下水道管理者が共同で下水汚泥の処理を

行う際の他処理場から共同汚泥処理施設への運搬は、当該複数の下水道管理者に係る地方

公共団体の区域内においては、「廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部改正について」

（平成 4 年 8 月 13 日衛環 233 号）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に

ついて」（平成 4 年 8 月 25 日建設省都下企発第 39-2 号）により、搬出側の処理場の維持管

理を自ら行う（下水道公社や維持管理業者等の産業廃棄物処理業者ではない者を下水道管

理者の責任の下に補助者として使用する場合を含む）下水汚泥の処理として、下水道法が

適用されることが示されている。 

 一方、集落排水施設等で発生する汚泥は一般廃棄物であることから、これらを下水道施

設で受入する場合、各都道府県の環境部局との協議により、廃掃法に基づく一般廃棄物の

適用を受ける範囲を確認することが必要となる。詳細については、「4-4 汚水処理の共同

実施」の【留意事項②】を参照されたい。 
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出典：処理場等包括的民間委託導入ガイドライン（令和 2 年 6 月、公益社団法人 日本下水道協会） 
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4-6 施設の広域監視 

【施設の広域監視の方法】 

 施設の広域監視は、拠点となる処理場に広域監視対象の処理場のための監視制御設備を

設置、インターネット回線等で接続し、拠点処理場からの監視を行うものである。複数の

処理場を一体的に監視することにより、維持管理業務の効率化が期待できる。 

 

 

 

図 4-9 施設の広域監視 
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 施設の広域監視は、主に表 4-23 に示す 3 つの契約スキームでの実施が想定される。 

 

表 4-23 広域監視体制の 3 つの契約スキーム 

区

分 
方法 スキーム図 

ケ 

｜ 

ス 

１ 

維持管理業務受託者と広域

監視対象の各下水道管理者

が契約 
 
拠点となる A 処理場の維

持管理受託者と広域監視対

象処理場の下水道管理者が

それぞれ随意契約し、広域

監視を委託する。 
 

ケ 

｜ 

ス 

２ 

拠点となる処理場の下水道

管理者へ事務の委託 
 
拠点となる A 処理場の下

水道管理者に広域監視対象

処理場の下水道管理者がそ

れぞれ事務の委託を行い、

A 処理場の維持管理業務に

広域監視を業務範囲に含め

る。 

 

ケ 

｜ 

ス 

３ 

広域監視する全下水道管理

者で協議会を設立 
 
拠点となる A 処理場の下

水道管理者、広域監視対象

の下水道管理者で協議会を

設立し、協議会が広域監視

業務を受託者と契約する。 
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【事業化フロー】 

 

図 4-10 施設の広域監視の標準的な事業化フロー 

 

 

【参考事例】 

表 4-24 広域監視の共同実施の参考事例 

契約スキーム 団体名 取組の概要 

（ケース１） 

維持管理業務受託

者と広域監視対象

の下水道管理者が

契約 

－ － 

（ケース２） 

拠点となる処理場

の下水道管理者へ

事務の委託 

長崎県長崎市・諫早市・

西海市・長与町・時津町 

長崎市が事務の委託を受け、長崎市の Web 夜

間処理場統合監視システムを諫早市、西海

市、長与町、時津町に拡大し監視・通報を集

約、広域監視対象処理場の夜間無人化を検討 

（ケース３） 

広域監視する全下

水道管理者で協議

会を設立 

山形県新庄市・金山町・

最上町・舟形町・真室川

町・大蔵村・戸沢村 

新庄市が周辺 6 町村から事務の委託を受け、

広域監視設備を整備、協議会（地方自治法）

を設置し、協議会から維持管理業務を発注

（広域監視、保守点検、水質試験等） 
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【留意事項①】 

・監視設備メーカーが異なる場合の広域監視設備の検討 

 広域監視の実施にあたり、対象の汚水処理施設で設置されている監視設備メーカーが異

なる場合、ベンダーロックインがその実現の障害になることも想定される。 

ベンダーロックインは、監視設備メーカーがそれぞれ独自の通信仕様を採用しているこ

とから、他社との監視設備との通信ができず、参入困難な状態を言うものである。ベンダ

ーロックインの解消方法については、汎用プロトコル化やデータプラットフォーム化等の

手法が想定される。検討対象となる各汚水処理施設の現状の設置メーカー、監視設備構成

や設置年数等を踏まえ、その解消に向け個別の検討が必要となる。 

なお、令和 3 年度の下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）において、

「ICT を活用した下水道施設広域管理システムに関する実証事業」を実施していることか

ら、本実証研究の成果もベンダーロックインの解消に向けた検討の参考とされたい。 

 

【留意事項②】 

・広域監視の開始時期と維持管理業務委託の業務期間の整合性 

広域監視の事業スケジュール検討にあたっては、広域監視の開始時期と対象となる維持

管理業務の業務期間との整合性に留意が必要である。開始時期に対して、包括的民間委託

等の導入により長期の契約締結で業務期間終了時の一致が困難な場合、表 4-25 に示す方法

により現委託業務等の契約変更や業務終了を行い、広域監視を開始することも想定される。

これらの対応については、損害の賠償等の懸案事項があることから、各対象施設の維持管

理業務の契約約款の規定内容を確認の上、対応可否の判断が必要となる。 

 

表 4-25 開始時期と業務期間終了時が一致しない場合の対応 

方法 懸案事項 

契約約款に基づき変更契約

で業務範囲の見直しを行

う。 

・契約約款に基づく変更契約の協議となることから、協議が

成立しない恐れがある 

 

・発注者側の帰責事由による契約変更となることから、業務

範囲の縮小に伴う現受託者が被る損害の賠償を求められる

恐れがある 

契約約款に基づき業務の終

了を行う。 
・発注者側の帰責事由となることから、業務終了に伴う現受

託者が被る損害の賠償を求められる恐れがある 
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【留意事項③】 

・広域での運転操作の実現 

 監視のみならず運転操作までを広域で行うためには、各汚水処理施設の監視設備に加え

運転操作設備の設備が必要となる。監視設備、及び運転操作設備の現状の設置メーカー、

設備構成や設置年数等を踏まえ、広域での監視・運転操作を行うための施設計画について、

個別の検討が必要となる。 

 

 

【留意事項④】 

・広域監視設備の保守点検業務 

施設の広域監視の実施に際しては、表 4-23 に示す広域監視体制の構築の検討の他、広域

監視設備の保守点検業務の実施が必要となる。広域監視設備の保守点検業務も同様に共同

での実施が想定されることから、その方法については「4-7 計画・調査委託の共同発注」

を参照し検討すること。 

 

 

【留意事項⑤】 

・建設費、維持管理費の分担方法 

 施設の広域監視における建設費、維持管理費の分担方法の事例を表 4-26 に示す。 

 

表 4-26 広域監視の建設費・維持管理費の分担方法の事例 

団体名 建設費の分担方法 維持管理費の分担方法 

山形県新庄市・金山町・

最上町・舟形町・真室川

町・大蔵村・戸沢村 

・既に供用開始していた新庄市浄

化センターでは、水質試験室の

改造、水質試験備品の追加、中

央監視室の改造や新たな監視シ

ステムの導入を実施 

 

・これらに係る費用は全体計画処

理能力割を用いて、市町で按分 

 

・周辺処理場（6 町村）の建設前

に共同管理の協議が整っていた

ため、これら処理場には監視室

や水質検査室を設けず、建設費

用が抑制された 

・中核処理場と周辺処理場の

設備更新費は均等割 
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【留意事項⑥】 

・適用する広域化・共同化制度 

 広域監視の実施にあたっては、監視設備の建設方法や広域監視体制等の事業スキームを

踏まえ、適切な広域化・共同化制度を適用する必要がある。 

施設の広域監視で適用が想定される広域化・共同化制度の考え方を表 4-27 に示す。 

 

表 4-27 施設の広域監視で適用が想定される広域化・共同化制度の考え方 

広域化・共同化制度 制度適用の考え方 

事務の委託 
・拠点処理場の団体が、広域監視設備の建設、供用開始後の監視業

務を実施する場合に適用 

管理執行協議会 ・広域監視業務を関連する団体全体で実施する場合に適用 

公の施設の 
区域外設置 

・監視対象処理場の団体が、拠点処理場に広域監視設備を設置する

場合に適用 

広域連合 
・新たな法人を設立し、その法人が広域監視設備を建設し、監視業

務を一体的に実施する場合に適用 
一部事務組合 

指定管理者 ・広域監視を委託する側が監視監視設備を所有する場合に適用 

民事上の委託 
・拠点処理場の維持管理を受託している民間企業と個別に広域監視

の委託契約を締結する場合に適用（通常の業務委託と同じ） 

  




